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このたび、別添のとおり「過重労働による健康障害のための健康管理医による面接指導等実

施要領」を制定し、平成 31 年４月 22 日から施行することとしたので、適正な運用に努められ

たい。 

なお、過重労働による健康障害（いわゆる過労死）防止のための健康管理医による面接指導

の実施について（平成 18 年３月９日付け、岩警務第９号）は、廃止する。 

別添 

過重労働による健康障害防止のための健康管理医による面接指導等実施要領 

（趣旨） 

第１ この要領は、岩手県警察職員の健康管理に関する訓令（平成 27 年岩手県警察本部訓令第

７号）第 34 条の規定により健康管理医による面接指導等の実施に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（健康管理医との連携） 

第２ 健康管理者は、過重労働による職員の健康障害を未然に防止するため、健康管理医に対

し職員の健康状態や勤務管理に関する必要な情報提供を行うとともに、職員の健康管理に関

する意見交換に努めるものとする。 

（超過勤務時間等の把握） 

第３ 健康管理者は、毎月、次の基準に該当する職員を把握するものとする。 

(1) １月当たりの超過勤務（職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則（平成６年岩手県

人事委員会規則第 30 号）第７条の３に規定する超過勤務をいう。以下同じ。）の時間

（以下「超過勤務時間」という。）が 80 時間を超える職員 

(2) 平均超過勤務時間（１月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の１月、２月、３

月、４月及び５月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務時間の１月当たりの平

均をいう。以下同じ。）が 80 時間を超える職員 

(3) 勤務により健康上の不安を有している職員 

（面接指導の実施基準） 

第４ 健康管理医等による面接指導の実施基準は、次のいずれかに該当する場合とする。 

(1) １月当たりの超過勤務時間が 100 時間を超えるとき。 

(2) 平均超過勤務時間が 80 時間を超えるとき。 

(3) 勤務により健康上の不安を有している職員で、本人からの申し出があったとき又は健康

管理者が必要と認めたとき。 

（面接指導の実施に係る報告等） 



第５ 健康管理者は、第３の基準に該当する職員を把握した場合には、超過勤務時間実績報告

書（様式第１号、以下「報告書」という。）を作成するとともに、うち第４の基準に該当す

る職員を面接指導を実施する者（以下「面接指導対象者」という。）とし、健康調査票（様

式第２号、以下「調査票」という。）を記載させるものとする。 

２ 健康管理者は、面接指導対象者について、報告書、調査票及び超過勤務時間を確認できる

資料（以下「面接指導報告資料」という。）により該当月の翌月 10 日までに健康管理責任者

に報告するものとする。 

３ 健康管理者は、面接指導対象者について、面接指導報告資料により速やかに健康管理医に

報告するものとする。ただし、警察本部の健康管理者の報告については、厚生課健康管理係

において取りまとめの上、行うものとする。 

（健康管理医による面接指導） 

第６ 面接指導は、次により実施するものとする。ただし、警察本部の健康管理医が行う面接

指導についての連絡調整等は、厚生課健康管理係を経由し、行うものとする。 

(1) 健康管理医との連絡調整 

健康管理者は、健康管理医と日程調整の上、速やかに面接指導を行うものとする。 

(2) 面接指導実施記録票の作成 

面接指導対象者は、面接指導実施記録票（様式第３号、以下「記録票」）の自己申告欄

を記入し、面接指導を受けるものとする。 

(3) 健康管理医への情報提供 

健康管理者は、面接指導の実施にあたり、健康管理医に対し面接指導対象者の勤務の状

況、超過勤務時間の状況、疲労の蓄積状況、直近の健康診断記録等の必要な情報提供を行

うものとする。 

(4) 面接指導結果 

健康管理医は、面接指導の結果を記録票に記入するとともに、面接指導対象者の健康の

保持に必要な措置について記入し、健康管理者に通知するものとする。 

（面接指導の事後措置） 

第７ 健康管理者は、健康管理医等の面接指導の結果及び措置に関する意見の内容から、面接

指導対象者に対する勤務負荷の軽減、休養時間の確保、超過勤務時間の縮減等の必要な措置

を講ずるものとする。 

２ 健康管理者は、事後措置の内容について、記録票により健康管理責任者を経由して総括健

康管理者に報告するものとする。 

（健康管理医等による面接指導に準ずる措置） 

第８ 健康管理者は、次のいずれかに該当する事案に従事する職員に対しては、面接指導の実

施基準の該当の有無にかかわらず、心理的負担及び身体的負担の大きい業務として厚生課保

健師（以下「保健師」という。）による保健指導を実施するものとする。 

(1) 捜査本部設置事件 

(2) 災害対応 

(3) その他総括健康管理者が保健指導が必要であると認める事案 

２ 保健指導は、該当する所属の健康管理者及び健康管理責任者が協議のうえ、事案発生から

おおむね１月を経過するころを目安に実施するものとする。 



３ 保健師は、職員の勤務状態、自覚症状等の健康状態を確認し、必要な保健指導を行うもの

とする。この場合において、疲労の蓄積、健康上の不安等が認められるときは、健康管理医

への面接指導について受診勧奨を行うものとする。 

（面接指導記録の保存） 

第９ 健康管理医による面接指導等に関する記録の保存期間は、５年とする。 

（服務の取扱） 

第 10 面接指導及び保健指導を受けるときは、職務に専念する義務の特例に関する条例（昭和

26 年岩手県条例第５号）第２条第２号の規定に基づき、職務に専念する義務を免除するもの

とする。 

 



 



 



 


